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建設水道課からのお知らせ
　　水道メーターの検針について
　冬期間休止していた水道メーター検針業務を５月１
日から再開いたします
　メーター検針を円滑に行うため、次のことにご協力
ください。
〇メーターボックスの上や周りに物を置かないでくだ
　さい。
〇メーターボックス周辺に犬を繋がないでください。

 　　上下水道料金の冬期精算について

　１月請求分から４月請求分は、12月の検針水量によ
り算出した金額（推定料金）で納めていただいており
ますので、５月の検針値（５月請求分）で精算させて
いただきます。※状況により６月以降分で精算させて
いただく場合があります。
　なお、精算の結果、過納金が生じた場合（料金を多
く頂いていた場合）は、当月もしくは次月以降の料金
に充当させていただきますので、予めご了承ください。

　　水道の開栓・閉栓業務について　　　　　

　平成 20 年度より、水道の開栓・閉栓業務を白鷹町水
道工事組合に委託しています。
　なお、受付については従来どおり役場建設水道課水
道係で行っています。
〇受付時間　午前８時 30 分～午後５時まで
　　　　　　（土日祝日、役場閉庁日を除く）
〇手数料　開栓１０００円
　　　　　閉栓１０００円
〇委託先　白鷹町水道工事組合
　　　◆長谷川建設㈱　◆須貝設備工業㈱
　　　◆㈱佐藤燃料店　◆㈱西塚管工事店
【お願い】
※事情により、ご連絡頂いた日、当日中の対応ができ
　ない場合もありますので、開栓（閉栓）予定の２～
　３日前までにお申し込みください。
※開栓（閉栓）の際は、現場立会いにご協力ください。
■問い合わせ　建設水道課水道係（85 － 6137）
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